
 問合せ先  君津市久保２－１３－１ 君津市経済環境部環境衛生課 

TEL ０４３９－５６－１２７３ 

 

令和８年度君津市合併処理浄化槽補助金制度について 

 

君津市では単独処理浄化槽・くみ取り式トイレを合併処理浄化槽へ切り換える場合に補助金を交付

します。 

 

〈対象地域〉  

次の区域を除く市内全域とします。 

① 下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第４条第1 項の規定により策定された事業計画に定められた

予定処理区域 

② 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第１項の規定により定められた区域内の工業専用

区域 

③ コミニティ・プラント処理区域 

④ 農業集落排水事業計画区域 

 

〈対 象 者〉 

補助金の交付を受けることができる者は、補助対象地域において自己の居住の用に供する建築

物（居住の用に供する部分の床面積が合併処理浄化槽において処理するし尿等を排出する建築物

の延べ面積の２分の１以上を占める建築物に限る。）に合併処理浄化槽を設置する者で、実績報告

書を提出する時点において本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されているものとする。 

ただし、次のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。 

① 浄化槽法(昭和 58 年法律第 43 号）第 5 条第 1 項の規定による設置の届出をせずに、合併処理

浄化槽を設置する者 

② 建築物を借りている者で、合併処理浄化槽の設置又は改造工事について賃貸人の承諾が得ら

れないもの 

③ 市税を滞納している者 

 

〈補助限度額〉 浄化槽設置に係る補助 

区分 補助限度額（円） 

合併処理浄化槽

の設置 

合併処理浄化槽Ⅰ 

5 人槽 ３６０,０００円 

6～7 人槽 ４６２,０００円 

8～50 人槽 ５８５,０００円 

合併処理浄化槽Ⅱ 

5 人槽 ４７４,０００円 

6～7 人槽 ５７０,０００円 

8～50 人槽 ７２３,０００円 

くみ取便所の撤去 １２０,０００円 

単独処理浄化槽の撤去 １５０,０００円 

合併処理浄化槽の宅内配管工事 ３３０,０００円 

・合併処理浄化槽Ⅰ 

放流水の総窒素濃度が１リットルにつき２０ミリグラム以下又は総りん濃度が１リットルにつき１ミリグ

ラム以下であること。  

・合併処理浄化槽Ⅱ 

ＢＯＤの除去率が９５パーセント以上並びに放流水のＢＯＤの日間平均値が１リットルにつき１０ミリ

グラム以下及び総窒素濃度が１リットルにつき１０ミリグラム以下であること。 



○　補助金の交付を受けるための手続は、次のとおりです。

＊手続に不備や違反がありますと、補助金の交付を受けられませんので注意してください。

市から設置者へ ※国費の内示後

・工事完了後１ヶ月以内

（ただし、3月15日締切）

　　　市から設置者へ

＊指定された銀行口座へ

　振込みします。

合併処理浄化槽
設置者

君津地域振興事務所 へ
浄化槽設置届を提出

市・環境衛生課
へ交付申請

既設単独処理浄化槽
現場確認調査

交付決定通知

工事着工

中間検査

補助金交付

工事完了

市・環境衛生課
へ請求書提出

補助金額確定通知

完了検査

市・環境衛生課へ
実績報告書提出





申請者　     　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話　　　　　　　　　　　　 

設置場所       　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　      人槽　　　　　　合併処理浄化槽　Ⅰ型・Ⅱ型 転換（単独・汲取）

工事業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話　　　　　　　　　　　　 

申請時の提出書類
補助金

交付申請
実績

報告書
1 補助金交付申請書 ○
2 浄化槽法第５条第２項に規定する期間を経過した浄化槽設置届出書の写 ○
3 浄化槽概要書の写し又は浄化槽調書の写し ○

4
浄化槽の設置場所の案内図及び放流経路図面
放流先なしの場合は、処理装置の書類

○

5 建築物の間取り及び排水経路を含んだ合併処理浄化槽等の配置図 ○
6 合併処理浄化槽等の構造図 ○
7 合併処理浄化槽等の設置に係る工事請負契約書の写し（別紙１） ○
8 合併処理浄化槽等の設置に係る見積書の写し（別紙２） ○

9
くみ取便所又は単独処理浄化槽の撤去に係る申請にあっては、その費用
が分かる見積書

〇

10 宅内配管工事に係る申請にあっては、その費用が分かる見積書 〇
11 全浄協登録証の写し　※１１人槽以上は不要 ○
12 登録浄化槽管理票（Ｃ票）　※１１人槽以上は不要 ○
13 機能保証登録証　※１１人槽以上は不要 ○
14 浄化槽評定書の写し ○
15 くみ取転換に係る申請にあっては、写真及び位置図 くみ取転換

16
単独転換に係る申請にあっては、既設単独処理浄化槽の転換計画書、写
真及び位置図

単独転換

17 現場監督者の浄化槽設備士免状の写し ○

18
現場監督者の合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了書の写し（昭和６
３年以降に浄化槽設備士免状を取得した者は除く）

○

19
君津市の市税納税証明書（君津市合併処理浄化槽設置補助金交付申請
用）

○

20 賃貸人の承諾書（住宅等を借りているもの） ○
21 共有物件の場合は、委任状 ○
22 ＰＣ板使用承認願い・認証書・設計図 ＰＣ板
23 実績報告書 ○

24
浄化槽法第11条第1項の水質に関する検査に係る一般財団法人千葉県
環境財団の千葉県浄化槽一括契約制度要綱に基づく一括契約書の写し
（保守点検業者及び清掃業者との契約書）

○

25 浄化槽法第７条第１項検査申込書及び請求書兼領収書の写し ○
26 浄化槽法第１０条に関する誓約書 ○

27
浄化槽の保守点検を浄化槽管理者が自ら実施する場合は、千葉県浄化
槽検査センターとの浄化槽法定検査受検契約書の写し

管理者自ら
保守点検

28 合併処理浄化槽等の施工に係る写真 ○
29 浄化槽施工結果報告書（別紙３） ○
30 転換作業工程の分かる写真（転換補助に係るもの） ○
31 転換結果報告書（第６号様式　転換補助に係るもの）※単独浄化槽のみ 単独転換

32
マニフェスト（産業廃棄物管理票）E票の写し※転換申請で、単独浄化槽ま
たは汲み取り便槽を撤去した場合（一部撤去を含む）

○

33 合併処理浄化槽等の設置に要した費用の請求書及び領収書の写し ○
34 補助金交付請求書（第８号様式） ○

35
住民票の写し（個人情報に関する同意あり、当該情報が確認できるときは
省略可能）

○

合併処理浄化槽設置事業補助金提出書類確認票

※マニフェストE票の提出が、処理業者との契約方法等により、浄化槽施工完了から大幅に遅れる見込みの場
合は、環境衛生課にご相談ください。
※補助事業完了後３０日以内または当該年度の３月１５日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してく
ださい。



























委 任 状 

 

 

 

（ 代理人） 住所：                         

      

氏名：                      

      

生年月日：        年    月    日 

 

 

私は、 君津市合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請にあたり 、 市税の滞納が無いこ と を証明する た

めの証明願に関する 権限を上記の者に委任し ま す。  

 

 

   年   月   日 

 

 

 

（ 委任者） 住所：                        

      

氏名：                  ㊞ 



 

  君津市合併処理浄化槽設置補助金交付申請用 

 

証 明 願 

 

  年  月  日 

 

 君津市長 石 井 宏 子 様 

 

申請者 住    所 
 

フリ ガナ 

氏    名                ㊞ 
 

生年月日      年   月   日 
 

電    話 

 

君津市合併処理浄化槽設置事業補助金の交付申請のため必要ですので、 本日現在において、

私に市税の滞納が無いこ と を証明願います。  

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注） 本人以外の方が窓口で申請する 場合は、 委任状が必要になり ます。  

納付後２ 週間以内に申請する 場合は、 領収書等の納付確認でき る 書類を求める 場合があり ます。  

 

 

第    号 

 

 上記のと おり 相違ないこ と を証明し ます。  

 

        年    月   日 

千葉県君津市長              印 

市 税 の 納 付 状 況 

滞納（  有 ・  無 ）  


